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評価観点
（安定性・
継続性）

（寄与）
＜必須＞

（寄与）
＜参考＞

（公平性・
中立性）

（安定性）
（安定性・
継続性）

（安定性・
継続性）

（安定性・
継続性）

（安定性・
継続性）

（安定性・
継続性）

（継続性）
・4項はﾄﾞﾒｲﾝ名の安定性
・5項～9項は契約遵守関

13条10項

契約上財産
権について
明記してい
ない委託業
務の不存在

備考13条9項

乙は、・・・
エスク
ロー・・・契
約し、・・・
預託を行う

財産権主張
の不存在

JP-DRPの
採用事実

乙は、・・・委
託する場
合、財産権
とならないこ
とを明記・・・

契約上財産
権について明
記していない
委託業務の
存在が確認さ
れないこと

契約記載の
ポリシーの
遵守

地位譲渡
事実の
不存在

地位譲渡
事実の存在
が確認され
ないこと

エスクロー
エージェント
との契約事
実

預託実施の
事実

JPNICと政府
が承認したエ
スクローエー
ジェントとの契
約が締結され
ていること

契約に基づ
いて預託が
行われてい
ること

5項･7項・8項・9項等では、｢
存在｣の立証責任は JPNIC
にある

ICANNへ通
知していな
い委託業務
の不存在

ICANNへ通
知していな
い委託業務
の存在が確
認されない
こと

ポリシー項
目それぞれ
が遵守され
ていること
が確認でき
ること

案件ごとに
紛争処理手
続きが実施
されている
こと

財産権主張
の存在が確
認されない
こと

運用支援
（ex. M-
Root）

JP-DRPの
実施事実

登録規則上
でJP-DRP
の採用が記
述されてい
ること

評価基準に
はならない

（「0/1」判定
できない）

設置事実

開催事実

設置事実が
JPRSの公
式文書上で
確認できる
こと

開催実績が
確認できる
こと

JP DNSの
停止時間

Whoisの停
止時間

DNSに関す
る情報提供

評価基準に
はならない

（「0/1」判定
できない）

評価基準に
はならない

（「0/1」判定
できない）

情報発信

技術開発ICANN
Meetingへ
の参加
（ポリシー策
定への参
加）

JPRSが知り
得た情報で重
要と判断した
ものをきちん
と発信してい
ること

ICANN
Meetingへ
毎回参加し
ていること

評価基準

（違反して
いるか否

かを
「0/1」で
判定可能
な基準）

評価項目

運用実績に
おいて所定
の停止時間
を越えてい
ないこと

運用実績に
おいて所定
の停止時間
を越えてい
ないこと

運用実績に
おいて所定
の停止時間
を越えてい
ないこと

データベー
スの停止時
間

条項

乙は、
ICANN・・・
契約に基づ
くポリシーを
遵守・・・

・・・日本の・・・発展
に寄与することと目
的とし、かつ、全世
界の・・・発展にも資
するように、・・・

乙は、・・・受
任者たる地
位を、第三
者に譲渡し
てはならな
い

条項表現

乙は、・・・
「JPドメイ
ン名諮問
委員会」を
設置する

乙は、・・・紛
争処理方針
を採用
し、・・・手順
を実施する

乙は、・・・
JPドメイン
名・・・財産
権を主張し
ない

乙は、・・・技
術資格・・・保
証し、・・・無く
して、・・・委託
することはで
きない

13条6項

乙は、・・・
本件業務
を運営す

る

13条7項 13条8項13条1項 13条2項 13条4項 13条5項
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